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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信超音波周波数で超音波信号を送信する撮像トランスデューサヘッドと、
　受信された反射超音波信号を処理するための受信回路とを備え、
　前記受信回路が、調整可能の中心周波数及び帯域幅を有する調整可能バンドパスフィル
タを備える閉ループを備えたアナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータを備え、
　前記調整可能バンドパスフィルタの通過帯域の中心が、前記送信超音波周波数に対応す
る第１の周波数と前記送信超音波周波数の所望の高調波に対応する第２の周波数との間で
調整可能である、超音波撮像システムプローブ。
【請求項２】
　前記撮像トランスデューサヘッドは、トランスデューサ素子のアレイを備え、信号処理
回路は、前記撮像トランスデューサヘッドのトランスデューサ素子ごとに、前記アナログ
－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータを備える、請求項１に記載の超音波撮像システ
ムプローブ。
【請求項３】
　前記受信回路は、各トランスデューサ素子と各アナログ－デジタル・シグマ・デルタ・
コンバータとの間に増幅器を備える、請求項２に記載の超音波撮像システムプローブ。
【請求項４】
　前記調整可能バンドパスフィルタは、低分解能高帯域幅モードと高分解能低帯域幅モー
ドとの間で調整可能である、請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の超音波撮
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像システムプローブ。
【請求項５】
　前記調整可能バンドパスフィルタは、さらに中分解能中帯域幅モードに調整可能である
、請求項４に記載の超音波撮像システムプローブ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の超音波撮像システムプローブと、
　プローブを制御するためのコントローラと、
　ビームフォーマと、
　前記受信回路からの信号を処理して超音波画像を生成するための信号処理回路とを備え
る、超音波システム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記超音波システムの様々な受信動作モード間の切替えと同期し
て前記調整可能バンドパスフィルタを制御する、請求項６に記載の超音波システム。
【請求項８】
　前記受信回路は、送信超音波信号の高調波である受信された反射超音波信号を処理する
、請求項６又は請求項７に記載の超音波システム。
【請求項９】
　撮像トランスデューサヘッドを使用して、画像化されるボリュームに超音波信号を与え
るステップと、
　アナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータの閉ループ内のバンドパスフィルタ
を調整することにより、受信された反射超音波信号を処理するステップであって、前記バ
ンドパスフィルタが調整可能中心周波数及び帯域幅を有する、ステップとを有する超音波
撮像方法であって、
　当該超音波撮像方法が、調整可能な前記バンドパスフィルタの通過帯域の中心を送信超
音波周波数又は前記送信超音波周波数の所望の高調波に設定するステップを有する、超音
波撮像方法。
【請求項１０】
　前記撮像トランスデューサヘッドは、トランスデューサ素子のアレイを備え、前記超音
波撮像方法は、前記撮像トランスデューサヘッドの前記トランスデューサ素子ごとに、個
々にアナログ－デジタル変換を実施するステップを有する、請求項９に記載の超音波撮像
方法。
【請求項１１】
　超音波システムの様々な受信動作モード間の切替えと同期して調整可能な前記バンドパ
スフィルタを調整するステップを有する、請求項９又は請求項１０に記載の超音波撮像方
法。
【請求項１２】
　前記受信動作モードは、低分解能高帯域幅モードと高分解能低帯域幅モードとを含む、
請求項１１に記載の超音波撮像方法。
【請求項１３】
　前記受信動作モードは、さらに中分解能中帯域幅モードを含む、請求項１２に記載の超
音波撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波撮像システムプローブ及びシステム全体、並びに撮像方法に関する。
本発明は、特に、このような撮像用途で使用されるアナログ－デジタル・コンバータ回路
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高調波超音波撮像は、関心が高まっている超音波撮像技法の１つの特定のタイプである
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。これは、超音波が身体組織を通って非線形伝搬することを利用する。波の圧力が高い部
分は圧力が低い部分より速く伝わり、その結果、波の形状の歪みが生じる。この波形の変
化が、組織からの高調波（基本周波数、すなわち送信された周波数の倍数）の発生をもた
らす。たとえば、第２次高調波に続く高調波は振幅が減少し、したがって適切な画像を生
成するのに不十分であるので、第２次高調波を使用して画像を生成することが知られてい
る。
【０００３】
　組織内で発生する高調波は、最大強度地点までは深度と共に増加し、次いでさらに深度
が深くなると減衰によって減少する。したがって、表面下の最適な深度で最大強度が得ら
れる。
【０００４】
　高調波撮像は、高い透過率を可能にする比較的低い周波数の超音波の送信と、様々な散
乱体に起因して反射波に現れる、送信された信号の１つ又は複数の高調波の受信とに基づ
く。このように、より高い透過深度が、より高い周波数で達成可能な、特別なより高い分
解能と組み合わせられる。
【０００５】
　高調波撮像の用途は非常に広範であり、且つ増えつつある。高調波撮像は、典型的な超
音波撮像において、低い周波数（たとえば２．５～６ＭＨｚ）の超音波でより良い特別な
分解能を得るために使用される。より高い周波数が使用されるとき、既存の方法は比例的
に複雑且つ高価になるので、高調波撮像はさらに関心がもたれる撮像方法になる。特に、
高周波数超音波の透過深度が浅いことは、この課題を回避する撮像技法を必要とする。
【０００６】
　典型的な撮像用途に加えて、高調波撮像は、組織性状診断のような用途において重要な
役割を果たし、そこでは高調波撮像は、特定の周波数、又は周波数の組合せで正確な振幅
測定を実現することにより、異なる組織間の正確な識別を可能にする。精度の高い振幅及
び周波数分解能により、組織、境界、及び異常についての情報が提供される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　超音波撮像システムの課題は、受信された情報の信号雑音である。これは、早い段階で
アナログ－デジタル変換を施すことによって改良される（デジタル信号のほうが、接続性
及び信号処理が雑音及び干渉に対して頑健である）が、これは受信機回路の消費電力の増
大を招く。
【０００８】
　Ａｎａｌｏｇ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　ａｎｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ、第４８巻、２番、２００６年５月９日１２１～１３２ページ（ＸＰ
　０１９３９０１８１）の論文「Ａ　１．８Ｖ　ＣＭＯＳ　ｆｏｕｒｔｈ－ｏｒｄｅｒ　
Ｇｍ－Ｃ　ｂａｎｄｐａｓｓ　ｓｉｇｍａ－ｄｅｌｔａ　ｍｏｄｕｌａｔｏｒ　ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　ｔｏ　ｆｒｏｎｔ－ｅｎｄ　ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｒｅｃｅｉｖｅｒｓ」
は、受信機が様々な周波数で調整できるように、バンドパス・シグマ・デルタ・コンバー
タを使用する超音波受信機を開示している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、特許請求の範囲によって定義される。
【００１０】
　本発明の一態様に従った例によれば、
　送信超音波周波数で超音波信号を送信するように構成された撮像トランスデューサヘッ
ドと、
　受信された反射超音波信号を処理するための受信回路とを備え、
　受信回路が、調整可能の中心周波数及び帯域幅を有する調整可能バンドパスフィルタを
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備える閉ループを備えたアナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータを備え、
　調整可能バンドパスフィルタの通過帯域の中心が、送信超音波周波数に対応する第１の
周波数と送信超音波周波数の所望の高調波に対応する第２の周波数との間で調整可能であ
る、超音波撮像システムプローブが提供される。
【００１１】
　このように、本発明はバンドパス・シグマ・デルタＡＤＣを利用する。１つ又は複数の
アナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータが存在してもよい。これらのコンバー
タは、主にソフトウェア無線のような用途によって推進される最新技術から生まれた装置
であり、このタイプのコンバータは、要求される柔軟性及びアーキテクチャのプログラミ
ング性を提供する。プログラム可能な中心周波数が提供され、通過帯域は、超音波獲得電
子装置によって選択される。さらに、ＡＤＣが効果的に配置されて所望の周波数帯のみを
処理するように、通過帯域及び中心周波数は、たとえば送信信号周波数又は送信信号の所
望の高調波の間で正確に調整される。これは、知られている送信周波数又はその高調波を
基準として使用するバンドパス調整回路を導入することによってなされる。プローブは、
ＡＤＣ閉（帰還）ループに組み込まれるプログラム可能バンドパスフィルタに基づく、非
常に高い周波数選択性及び振幅分解能を有する。アナログ－デジタル・コンバータは、プ
ログラム可能なクロック周波数、及びＤＡＣの拡張性も有する。
【００１２】
　バンドパス変換は、所望の周波数帯のみを変換することによってエネルギー使用量を最
適化することを目的とする。
【００１３】
　このように、調整可能バンドパスフィルタの通過帯域の中心は、送信超音波周波数又は
送信超音波周波数の所望の高調波に対応する。帯域外の雑音はもはや動作に影響しないの
で、バンドパス変換は、達成可能な信号雑音比に影響を与える。これにより、ＡＤＣのビ
ルディングブロックについての雑音特性を抑制（ｃｈａｉｎｉｎｇ）することなく、シス
テムがより高い分解能を有する帯域に集中することが可能になる。
【００１４】
　トランスデューサヘッドは、トランスデューサ素子のアレイを備え、信号処理回路は、
トランスデューサヘッドのトランスデューサ素子ごとに、又はトランスデューサ素子のグ
ループについて、アナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータを備える。このよう
に、個々のトランスデューサ素子のレベルで、デジタル化が行われる。
【００１５】
　受信回路は、次いで、各トランスデューサ素子と各アナログ－デジタル・シグマ・デル
タ・コンバータとの間に増幅器を備える。
【００１６】
　バンドパスフィルタは、低分解能高帯域幅モードと高分解能低帯域幅モードとの間で調
整可能である。その結果、これらの２つのモードは、プローブが使用される超音波撮像シ
ステムの異なる撮像モードに対応する。
【００１７】
　バンドパスフィルタは、さらに中分解能中帯域幅モードに調整可能でもよい。その結果
、少なくとも３つの異なる撮像モードが存在する。
【００１８】
　本発明は、
　上記で定義された超音波撮像システムプローブと、
　プローブを制御するためのコントローラと、
　ビームフォーマと、
　受信回路からの信号を処理して超音波画像を生成するための信号処理回路とを備える超
音波システムも提供する。
【００１９】
　超音波システムは、送信超音波信号の高調波である、受信された反射超音波信号を処理



(5) JP 6797919 B2 2020.12.9

10

20

30

40

50

する。
【００２０】
　コントローラは、超音波システムの様々な受信動作モード間の切替えと同期して調整可
能バンドパスフィルタを制御するように構成される。これらの受信動作モードにより、異
なる分解能対帯域幅のオプションが定義される。したがって、バンドパスフィルタの調整
は、使用される送信周波数及び使用される受信モードに依存する。
【００２１】
　本発明の別の態様に従った例は、
　撮像トランスデューサヘッドを使用して、画像化されるボリュームに超音波を与えるス
テップと、
　アナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コンバータの閉ループ内のバンドパスフィルタ
を調整することにより、受信された反射超音波信号を処理するステップであって、バンド
パスフィルタが調整可能中心周波数及び帯域幅を有する、ステップとを有する超音波撮像
方法であって、
　方法が、調整可能バンドパスフィルタの通過帯域の中心を送信超音波周波数又は送信超
音波周波数の所望の高調波に設定するステップを有する、超音波撮像方法を提供する。
【００２２】
　さらに、通過帯域は、別の中心周波数又は帯域幅に設定されてもよい。これは、使用さ
れた送信ビーム形成又は信号タイプ（たとえばチャープ）により、異なる周波数帯の信号
成分が現れるときに必要とされる。
【００２３】
　トランスデューサヘッドは、トランスデューサ素子のアレイを備え、方法は、トランス
デューサヘッドのトランスデューサ素子ごとに、個々にアナログ－デジタル変換を実施す
るステップを有する。
【００２４】
　ここで、本発明の例が、添付図面を参照して詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の超音波プローブ設計を使用するように変更が加えられた、知られている
超音波撮像システムを示す図である。
【図２】プローブ信号のアナログ－デジタル変換に関する知られている第１の手法をより
詳細に示す図である。
【図３】プローブ信号のアナログ－デジタル変換に関する知られている手法の第２の例を
より詳細に示す図である。
【図４】プローブ信号のアナログ－デジタル変換に関する手法の第３の例をより詳細に示
す図である。
【図５】異なる超音波プローブ技術、具体的には圧力電気変換トランスデューサが、どの
ように異なる周波数特性を有するかを示す図である。
【図６】様々な動作モードがどのように使用されるかを示す図である。
【図７】知られているシグマ・デルタ・アナログ－デジタル・コンバータを示す図である
。
【図８】図７のコンバータの出力信号の周波数特性を示す図である。
【図９】本発明の超音波プローブで使用される調整可能シグマ・デルタ・アナログ－デジ
タル・コンバータを示す図である。
【図１０】３つの異なる動作モードでの、図９のコンバータの周波数特性を示す図である
。
【図１１】図９の調整可能シグマ・デルタ・アナログ－デジタル・コンバータの調整を制
御するための制御回路を示す図である。
【図１２】調整可能バンドパスフィルタの第１の例での、図９の調整可能シグマ・デルタ
・アナログ－デジタル・コンバータを示す図である。
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【図１３】調整可能バンドパスフィルタの第２の例での、図９の調整可能シグマ・デルタ
・アナログ－デジタル・コンバータを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、撮像トランスデューサヘッドと、受信された反射超音波信号を処理するため
の受信回路とを備える超音波撮像システムプローブを提供する。受信回路は、調整可能バ
ンドパスフィルタを備える閉ループを備えたアナログ－デジタル・シグマ・デルタ・コン
バータを備える。これにより、アナログ－デジタル・コンバータが、所望の周波数帯のみ
を処理することが可能になる。このようにして、ＡＤＣ変換帯域幅及び有効ビット数（Ｅ
ＮＯＢ）はプログラム可能となり、より効率的なプローブ設計を提供し、信号処理チェー
ンの早い段階でのアナログ－デジタル変換も可能にする。
【００２７】
　最初に、超音波診断撮像システムの一般的な動作が、図１を参照して述べられる。
【００２８】
　本発明は受信チャネルのアナログ－デジタル変換に関するので、以下ではシステムの受
信機能が具体的に述べられることに留意されたい。
【００２９】
　システムは、超音波を送信してエコー情報を受信するＣＭＵＴトランスデューサアレイ
１０’を有する超音波プローブ１０を備える。別法として、トランスデューサアレイ１０
’は、ＰＺＴやＰＶＤＦなどの物質で形成される圧電トランスデューサ素子を備える。ト
ランスデューサアレイ１０’は、２Ｄ平面、又は３Ｄ撮像用の３次元を走査して読み込む
ことができる、トランスデューサ素子の１次元又は２次元のアレイである。
【００３０】
　トランスデューサアレイ１０’は、ＣＭＵＴアレイセル又は圧電素子による信号の受信
を制御する、プローブの（任意選択の）マイクロビームフォーマ１２に結合される。米国
特許第５，９９７，４７９号（Ｓａｖｏｒｄら）、米国特許第６，０１３，０３２号（Ｓ
ａｖｏｒｄ）、及び米国特許第６，６２３，４３２号（Ｐｏｗｅｒｓら）に記載されてい
るように、マイクロビームフォーマは、トランスデューサ素子のグループ又は「パッチ」
によって受信される信号を少なくとも部分的にビーム形成することができる。
【００３１】
　マイクロビームフォーマ１２は、プローブケーブルによって送信／受信（Ｔ／Ｒ）スイ
ッチ１６に結合され、スイッチ１６は、送信と受信との間で切り替わり、マイクロビーム
フォーマが使用されておらず、且つトランスデューサアレイがメインシステムビームフォ
ーマによって直接操作されるとき、高エネルギーの送信信号からメインビームフォーマ２
０を保護する。トランスデューサアレイ１０からの超音波ビームの送信は、Ｔ／Ｒスイッ
チ１６によってマイクロビームフォーマに結合されるトランスデューサコントローラ１８
と、ユーザインタフェース又は制御パネル３８のユーザの操作からの入力を受信するメイ
ン送信ビームフォーマ（図示せず）とによって指令される。
【００３２】
　トランスデューサコントローラ１８で制御される機能のうちの１つは、ビームを向け、
集束させる方向である。ビームは、（アレイに直交して）トランスデューサアレイからま
っすぐ前方へ向けられてもよく、より広い視野を求めて様々な角度に向けられてもよい。
トランスデューサコントローラ１８を結合することにより、ＣＭＵＴアレイのためのＤＣ
バイアス制御器４５が制御される。ＤＣバイアス制御器４５は、ＣＭＵＴセルに印加され
る１つ又は複数のＤＣバイアス電圧を設定する。
【００３３】
　受信チャネルでは、部分的にビーム形成された信号がマイクロビームフォーマ１２によ
って生成されて、メイン受信ビームフォーマ２０に結合され、ここでトランスデューサ素
子の個々のパッチからの部分的にビーム形成された信号が組み合わさって、完全にビーム
形成された信号になる。たとえば、メインビームフォーマ２０は１２８個のチャネルを有



(7) JP 6797919 B2 2020.12.9

10

20

30

40

50

し、これらのチャネルのそれぞれが、数十又は数百個のＣＭＵＴトランスデューサセル又
は圧電素子からなるパッチから、部分的にビーム形成された信号を受信する。このように
、トランスデューサアレイの数千個のトランスデューサ素子で受信された信号が、効率的
に、ビーム形成された単一の信号に寄与する。
【００３４】
　ビーム形成された受信信号は、信号プロセッサ２２に結合される。信号プロセッサ２２
は、バンドパスフィルタリング、デシメーション、Ｉ成分及びＱ成分分離、並びに組織及
びマイクロバブルから戻ってくる非線形（基本周波数の、より高い高調波）のエコー信号
を識別することができるように、線形信号と非線形信号とを分離するように動作する高調
波信号分離などの種々の方式で、受信したエコー信号を処理する。信号プロセッサは、ス
ペックル低減、信号の合成、及び雑音除去などの追加的な信号強調も実施する。信号プロ
セッサ内のバンドパスフィルタは、トラッキングフィルタでもよく、より深い深度からの
エコー信号が受信されるとき、そのフィルタの通過帯域が、より高い周波数帯からより低
い周波数帯へスライドし、これにより、より高い周波数が解剖学的な情報を有さないより
深い深度からの、これらのより高い周波数での雑音が除去される。
【００３５】
　送信用及び受信用ビームフォーマは様々なハードウェアで実施され、様々な機能を有す
る。当然、受信機ビームフォーマは、送信ビームフォーマの特性を考慮に入れて設計され
る。本発明は、受信信号処理チャネルに関するので、図１では、受信機ビームフォーマ１
２、２０のみが示されている。完全なシステムでは、送信マイクロビームフォーマ及びメ
イン送信ビームフォーマを有する送信チェーンも存在する。
【００３６】
　マイクロビームフォーマ１２の機能は、アナログケーブルの数を減らすために、信号の
初期の組合せを提供することである。これは、通常はアナログ領域で実施される。
【００３７】
　最終のビーム形成は、メインビームフォーマ２０でなされ、通常はデジタル化後になさ
れる。
【００３８】
　送信チャネル及び受信チャネルは、固定周波数帯を有する同じトランスデューサアレイ
１０’を使用する。しかし、送信パルスが占有する帯域幅は、使用された送信ビーム形成
に応じて変化する。受信チャネルは、トランスデューサの帯域幅全体を捉えてもよく（典
型的な手法）、またバンドパス処理を使用することにより、有用な情報を含む帯域幅（た
とえばメイン高調波の高調波）のみを抽出してもよい。
【００３９】
　処理された信号は、Ｂモード（すなわち輝度モード、又は２Ｄ撮像モード）プロセッサ
２６及びドップラープロセッサ２８に結合される。Ｂモードプロセッサ２６は、体内の器
官及び血管の組織などの体内の構造の撮像のために、受信された超音波信号の振幅の検出
を利用する。米国特許第６，２８３，９１９号（Ｒｏｕｎｄｈｉｌｌら）及び米国特許第
６，４５８，０８３号（Ｊａｇｏら）に記載されているように、身体の構造のＢモード画
像は、高調波画像モード、基本画像モード、又はその両方の組合せのいずれかで形成され
る。ドップラープロセッサ２８は、画像フィールド内の血球の流れなどの物体の運動の検
出のために、組織の動き及び血液の流れからの時間的に異なる信号を処理する。ドップラ
ープロセッサ２８は、通常は、選択されたタイプの体内の物質から戻ってくるエコーを通
過させる、且つ／又は除去するように設定されるパラメータを有するウォールフィルタを
含む。
【００４０】
　たとえば、ウォールフィルタは、より高速の物質からの比較的小さい振幅の信号は通過
させ、より低速又は速度がゼロの物質からの比較的強い信号は除去する通過帯域特性を有
するように設定される。この通過帯域特性は、流れている血液からの信号は通過させ、心
臓の壁などの近くの静止した、又は動きの遅いものからの信号は除去する。逆の特性は、
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血流信号を除去する一方で、心臓の動いている組織からの信号は通過させることであり、
これは、組織の運動を検出して描写する、いわゆる組織ドップラーイメージングと呼ばれ
ている。ドップラープロセッサは、画像フィールド内の様々な地点からの、時間的に不連
続なエコー信号のシーケンスを受信して処理し、特定の地点からのエコーのシーケンスは
、アンサンブルと呼ばれる。比較的短い時間に立て続けに受信されるエコーのアンサンブ
ルを使用して、流れている血液のドップラーシフト周波数が推定され、ドップラー周波数
と速度との対応関係が、血液の流速を示す。より長い時間にわたって受信されたエコーの
アンサンブルは、より流れの遅い血液又はより動きの遅い組織の速度を推定するのに使用
される。
【００４１】
　Ｂモードプロセッサ及びドップラープロセッサによって生成される構造的信号及び運動
信号は、スキャンコンバータ３２及び多断面再構成装置４４に結合される。スキャンコン
バータ３２は、エコー信号が所望の画像形式で受信された際の空間的相関関係で、エコー
信号を構成する。たとえば、スキャンコンバータは、エコー信号を、２次元の（２Ｄ）扇
形の形式、又はピラミッド型の３次元の（３Ｄ）画像に構成する。スキャンコンバータは
、画像フィールド内の地点における、それらの地点のドップラー推定速度での運動に対応
する色を、Ｂモード構造的画像に重ね合わせて画像フィールド内の組織の運動及び血流を
描写する、カラードップラー画像を生成する。米国特許第６，４４３，８９６号（Ｄｅｔ
ｍｅｒ）に記載されているように、多断面再構成装置は、身体のボリュメトリック領域の
共通平面内の地点から受信したエコーを、その平面の超音波画像に変換する。米国特許第
６，５３０，８８５号（Ｅｎｔｒｅｋｉｎら）に記載されているように、ボリュームレン
ダラー４２は、３Ｄデータセットのエコー信号を、所与の基準地点から見た投影３Ｄ画像
に変換する。
【００４２】
　２Ｄ画像又は３Ｄ画像は、画像ディスプレイ４０上に表示するためのさらなる強調、バ
ッファリング及び一時記憶のために、スキャンコンバータ３２、多断面再構成装置４４、
及びボリュームレンダラー４２から画像プロセッサ３０に結合される。ドップラープロセ
ッサ２８で生成された血流値及びＢモードプロセッサ２６で生成された組織構造情報は、
撮像用に使用されることに加えて、定量化プロセッサ３４に結合される。定量化プロセッ
サは、血流のボリューム量などの様々な流動条件の指標、並びに器官の大きさ及び妊娠期
間などの構造的測定値を生成する。定量化プロセッサは、画像の解剖学的構造における、
測定が実施されるべきである地点などの、ユーザ制御パネル３８からの入力を受信する。
定量化プロセッサからの出力データは、ディスプレイ４０に測定グラフィックス及び測定
値を画像と共に再現するため、且つディスプレイ装置４０からオーディオ出力するために
、グラフィックスプロセッサ３６に結合される。グラフィックスプロセッサ３６は、超音
波画像と共に表示するために、グラフィックオーバーレイも生成する。これらのグラフィ
ックオーバーレイは、患者名、画像の日時、撮像パラメータなどの標準的な識別情報を含
む。これらの目的のために、グラフィックスプロセッサは、ユーザインタフェース３８か
らの、患者名などの入力を受け取る。ユーザインタフェースは、送信コントローラ１８に
も結合されて、トランスデューサアレイ１０’からの超音波信号の生成、したがってトラ
ンスデューサアレイ及び超音波システムで生成される画像を制御する。コントローラ１８
の送信制御機能は、実施される機能のうちの１つにすぎない。コントローラ１８は、（ユ
ーザから与えられた）動作モード、並びに受信機アナログ－デジタル・コンバータの、対
応する必要な送信機構成及びバンドパス構成も考慮する。コントローラ１８は、固定状態
を有するステートマシンでもよい。
【００４３】
　ユーザインタフェースは、多断面再構成装置４４にも結合されて、多断面再構成（ＭＰ
Ｒ）画像の画像フィールドにおける定量化された指標を実施するのに使用される、複数の
ＭＰＲ画像の面を選択及び制御する。
【００４４】
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　本発明は、受信された反射信号の信号処理に関し、具体的には、アナログ－デジタル変
換に関する。信号処理経路の早い段階でのアナログ－デジタルバンドパス変換により、よ
り効率的なプローブ設計が可能になる。
【００４５】
　図１は、信号処理経路の前のマイクロビームフォーマ１２及びビームフォーマ２０を示
しており、すなわち、これらはアナログ領域で作動する。
【００４６】
　様々なやり方で信号処理を実施する、知られている手法が存在し、具体的には、アナロ
グ－デジタル変換は、任意のビーム形成が実施される前になされる。図２及び図３に示さ
れるように、より早い段階でデジタル化する２つの異なる超音波撮像システムが存在する
。
【００４７】
　図２は、受信した信号のビーム形成後の信号処理を、単一のブロック５０として示す。
しかし、これは対応する領域５０内の、図１に示される様々なユニットの組合せを示す。
【００４８】
　図２では、受信された信号は、低雑音増幅器（ＬＮＡ）５４、プログラム可能時間利得
補償（ＴＧＣ）増幅器５６、及びアンチエイリアスフィルタ（ＡＡＦ）５８、これらに続
くアナログ－デジタル・コンバータ６０を備える、アナログフロントエンド５２を使用し
て処理される。送受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ１６が示されており、これはアナログ多重化を
含み、その結果、アナログ多重化装置が、ビームフォーマに接続される減じられた数のト
ランスデューサ素子のグループを選択する。選択された素子のグループは、次いで、音響
ラインごとに電子的にアップデートされる。この手法は、たとえば２Ｄ超音波で使用され
る。これは、ビームフォーマ２０でデジタルビーム形成を実施する前に、信号をデジタル
化する。アナログ－デジタル変換機能は、プローブ自体では実施されない。その代わり、
長尺で高価なケーブルが使用されて、信号をバックエンドに接続する。素子５４はプロー
ブの中にあり、素子５４と素子５６との間には長いケーブルが存在する。
【００４９】
　通常は３Ｄ撮像用に使用されるアーキテクチャを示す図３では、グループの個々のピク
セルにアナログマイクロビーム形成がなされ、このグループ用のデジタルビーム形成がそ
れに続く。示されているように、トランスデューサアレイ１０’のトランスデューサ素子
は、サブアレイ１０ａ～１０ｎに分割される。各サブアレイ内で、各トランスデューサは
、低雑音増幅器（ＬＮＡ）５４及びプログラム可能時間利得補償（ＴＧＣ）増幅器５６、
これらに続いてアナログ領域で作動するマイクロビームフォーマ１２を有する。次いで、
サブアレイについて信号加算が行われ、アナログ－デジタル・コンバータ６０を使用した
アナログ－デジタル変換がそれに続き、ビーム形成ユニット２０を使用したビームのビー
ム形成がそれに続く。
【００５０】
　超音波システムは、異なる機能ブロックがどこに配置されるかによっても違いが出る。
図２では、通常は、たとえばアナログフロントエンド５２の一部のみが、超音波プローブ
内で実施される。対照的に、増幅、フィルタリング、ビーム形成及び制御は、走査機内に
配置されるバックエンドシステム内で実現される。
【００５１】
　さらに、各システムは、複数のチャネルを有し、チャネルのそれぞれが、送信機と、高
電圧送信パルスをトランスデューサ素子へは通過させるが、これらのパルスが感度の高い
受信機に到達することは妨げるスイッチ（ダイオードブリッジを含む）とを有する。エコ
ーは各受信機に戻り、受信機は、ユーザ制御下にあるＴＧＣ用可変利得を有する増幅器を
含む、連続的な増幅器から構成される。各チャネルの出力は、受信ビームフォーマ２０に
伝えられる。
【００５２】
　身体からのパルスエコー信号は、アレイ素子で受信され、ユーザ調整可能な個々のＴＧ
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Ｃ増幅器を通過して、身体減衰及び距離に伴う回折によるエコーの弱まりを相殺する。こ
れらの信号は、次いで、受信ビームフォーマ２０に伝わる。
【００５３】
　図４は、デジタル化された高並列フロントエンドを概略形態で示す。各トランスデュー
サ素子は、時間利得補償（ＴＧＣ）機能を組み込む関連付けられた増幅器２０に結合され
る。この手法により、受信された信号を早い段階でデジタル化することが実現する。次い
で、プローブ内でアナログ－デジタル変換が実施され、その結果、接続ケーブルはデジタ
ル領域への変換の後になる。
【００５４】
　増幅器２０からの出力は、加算器６４での加算前に可変遅延を実施する、先入れ先出し
（ＦＩＦＯ）レジスタ６２でのバッファリングの前に、アナログ－デジタル・コンバータ
６０でデジタル化される。
【００５５】
　３Ｄ撮像用のトランスデューサを含めた多くのタイプのトランスデューサ構成にとって
、早い段階でのデジタル化を用いることには多くの利点がある。
【００５６】
　しかし、早い段階でのデジタル化は、特にフロントエンド電子装置及びＡＤＣ機能のサ
イズ及び消費電力についての厳しい要件を突きつける。有効ビット数（ＥＮＯＢ）や変換
帯域幅（ＢＷ）などの分解能の観点におけるＡＤＣ機能の要件は、動作モードによって著
しく異なる。ＥＮＯＢ及びＢＷは、特定の用途（撮像モード又は撮像からのキー特徴抽出
）の要件で決まる、最も重要な２つのパラメータである。これらのパラメータは、撮像シ
ステム全体の要件及び個々のビルディングブロックの詳細な仕様も決定する。
【００５７】
　超音波撮像システムでは、使用可能な信号周波数帯は、超音波トランスデューサの周波
数応答によって決まる。図５に示されるように、異なるトランスデューサは、異なる周波
数範囲で作動する（これらのトランスデューサの音響特性は、送信された周波数に従って
変化する）。図５は、ＰＺＴトランスデューサ、ＣＭＵＴトランスデューサ、及び水晶（
ＸＴＡＬ）トランスデューサについての、周波数に対する信号を示す。
【００５８】
　低い周波数はより高い透過率を可能にし、より高い周波数は改良された組織充填（ｔｉ
ｓｓｕｅ　ｆｉｌｌ）、より精度の高い細部、及び第３次高調波の撮像を可能にする。高
次高調波撮像は、広帯域トランスデューサを使用することによって、又は高調波撮像周波
数で狭帯域トランスデューサを使用することによって可能になる。
【００５９】
　ＣＭＵＴトランスデューサは、最も広い作動周波数帯を有する。同時に、決して全周波
数帯域幅が常に使用されるわけではない。実際、図６に示されるように大半の撮像モード
は、全周波数帯の一部のみを使用する。図６は、異なる撮像モードについての、ＣＭＵＴ
トランスデューサの異なる周波数応答を示す。暗いプロット２０は、スペクトルライブ（
ｓｐｅｃｔｒｕｍ－ｌｉｖｅ）のドップラー測定モードを示す。異なる撮像モードについ
てのＣＭＵＴトランスデューサ周波数応答に関するより詳しい内容は、ＷＯ２０１５／０
２８９４５Ａ３を参照されたい。
【００６０】
　媒質中での超音波の減衰は、フロントエンド電子装置の構成に影響を及ぼす極めて重要
な因子である。超音波は、線形目盛ではなく対数目盛で減衰する。
【００６１】
　本発明は、適合可能バンドパス信号処理手法を使用して、各測定値の帯域幅及び分解能
が各撮像モードの要件に従って適合されるという認識に基づく。
【００６２】
　従来のＡＤＣはローパスであり、これはＡＤＣがＤＣと周波数ＦＮとの間に位置する信
号を変換することを意味し、ここでＦＮはシステムのナイキスト周波数である。
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【００６３】
　図７は、超音波画像処理に好適なシグマ・デルタＡＤＣの構造を示す。
【００６４】
　アナログ入力ｉ（ｔ）は、１ビットアナログ－デジタル・コンバータ７２でクロック制
御されてデジタル出力ｏ［Ｔｓ］を発生させる前に、フィルタ７０でローパスフィルタさ
れる。帰還経路は、１ビットデジタル－アナログコンバータ７４を含み、アナログ帰還信
号ｆｂ（ｔ）は入力と組み合わせられて、ローパスフィルタ７０に与えられる差信号ｄ（
ｔ）を引き出す。
【００６５】
　代わりに、マルチビットＡＤＣ及びＤＡＣが帰還ループで使用されてもよいことに留意
されたい。
【００６６】
　図８は、所望の信号帯域８０、ナイキスト周波数８２、及びオーバーサンプリングされ
た周波数帯８４を示す。
【００６７】
　このコンバータは、その典型的なローパス動作では、所望の入力信号の帯域幅の数倍を
超える、かなり広い信号帯域幅を変換する。さらに、得られる精度は、主として変換帯域
幅の大きさに依存する。所望の信号が高周波数の狭帯域にある場合、両方のコンバータは
、消費電力及び特性の観点で非常に非効率になり、それに加えて、適切な画像構成にとっ
て有用でない大量のデータを生成することは明らかである。
【００６８】
　図９は、本発明に従って変更が加えられたアナログ－デジタル・コンバータ１１０を示
す。アナログ入力ｉ（ｔ）は、１ビットアナログ－デジタル・コンバータ７２に（図７に
も示される）によって振幅及び時間において量子化されてデジタル出力ｏ［Ｔｓ］を発生
させる前に、フィルタ１１２でフィルタされる。帰還経路は１ビットデジタル－アナログ
コンバータ７４を含み、アナログ帰還信号ｆｂ（ｔ）は入力と組み合わせられて、フィル
タ１１２に与えられる差信号ｄ（ｔ）を引き出す。
【００６９】
　上で説明されたように、一般的な場合、閉ループにおけるＡＤＣ及びＤＡＣは、マルチ
ビットでもよい。
【００７０】
　アナログ－デジタル・コンバータは、プログラム可能クロック周波数及びＤＡＣ拡張性
を有する。
【００７１】
　クロック周波数は、以下の利点を得るために調整される。
　（ｉ）クロック周波数を増やして、この帯域についてのオーバーサンプリング比を効果
的に増加させることにより、変換通過帯域における分解能を上げる。
　（ｉｉ）省電のために、クロック周波数を減らす（これにより、必要でないときのいく
らかの分解能が犠牲になる）。
　（ｉｉｉ）クロック周波数を使用して、システムも調整する。システムの動作は、ルー
プフィルタとクロック周波数との相互作用の結果である。ループフィルタ係数について正
確な所望の値を実施することが困難なときでも、クロック周波数を適合させることにより
、全体的な所望の特性が依然として達成される。
【００７２】
　システム全体を単純化して実施するために、固定クロック周波数が好ましい。
【００７３】
　クロック周波数が変わる場合、ＤＡＣは、新たなクロックで同じＤＡＣ出力を保証する
ために、再スケール変換される。さらに、ＤＡＣは、様々な最大入力信号に対応するよう
にスケール変換される。
【００７４】
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　フィルタ１１２は、調整可能バンドパスフィルタである。通過帯域の最適位置を実現さ
せるために、フィルタのプログラミング性は、特定の撮像モードで使用される送信信号か
ら引き出される同期信号によって制御される。これにより、信号処理チェーン全体のさら
なる最適化が可能になり、コンバータの設計が単純化される。
【００７５】
　輝度モード（Ｂモード又は２Ｄモード）やドップラーモードなどの最も典型的なモード
は、所望の帯域幅のみを変換するという利点をもたらす、提案された原理を使用してもよ
い。
【００７６】
　さらに、送信と受信とが同じトランスデューサアレイを使用する高調波撮像モードが（
たとえば所与の周波数について）利用される。たとえば、送信機は、トランスデューサの
周波数帯の下の方の１／３を有する信号を送信し、受信機は、周波数帯の上の方の１／３
で作動して、送信信号の３次高調波を捉える。
【００７７】
　さらに、送信は、ある低周波数トランスデューサの帯域全体を使用し、受信機は、３倍
高い周波数に位置する受信帯域を有する、別の高周波数トランスデューサを使用する。
【００７８】
　図１０は、フィルタ１１２の通過帯域及び完全なＡＤＣの変換帯域を示す。領域１２０
は、狭帯域超高分解能モードを示し、たとえば２００ｋＨｚの帯域幅の場合、１００ｄＢ
を上回る。これにより、組織性状診断向けの狭周波数帯において、非常に正確な振幅測定
が可能になる。
【００７９】
　領域１２２は、中帯域中分解能モードを示し、たとえば１ＭＨｚの帯域幅の場合、８０
ｄＢを上回る。領域１２４は広帯域低分解能モードを示し、たとえば３ＭＨｚの帯域幅の
場合、５０ｄＢを上回る。
【００８０】
　このように、バンドパスフィルタは、低分解能高帯域幅モードと高分解能低帯域幅モー
ドとの間で調整可能である。高帯域幅モードは、たとえば１ＭＨｚを超える通過帯域、た
とえば１．５ＭＨｚを超える、場合によっては３ＭＨｚを超える通過帯域を有するが、一
方、低／狭帯域幅モードは、１ＭＨｚ未満の通過帯域、たとえば７５０ｋＨｚ未満、たと
えば５００ｋＨｚ未満、場合によっては２５０ｋＨｚ未満の通過帯域を有する。図１０の
ｙ軸は、完全なＡ／Ｄコンバータの達成可能なダイナミックレンジ（ＤＲ）を示す。通常
、ダイナミックレンジを使用して、有効ビット数（ＥＮＯＢ）の観点における分解能が導
かれる。ＥＮＯＢ＝（ＳＮＲ－１．７６）／６．０４であり、ここで理想的な場合は、Ｓ
ＮＲ（信号雑音比）＝ＤＲである。
【００８１】
　通過帯域の中心周波数は、送信周波数又は送信周波数の高調波に調整される。送信周波
数については多くのオプションが存在する。通常、診断撮像は２ＭＨｚ～５ＭＨｚを使用
するが、カテーテルを用いる体内の撮像については、３０ＭＨｚ以上の周波数が使用され
る。微小血管構造に関しては、さらに高い周波数が利用される。
【００８２】
　アナログ－デジタル・コンバータの中心周波数の調整は、回路レベルで実施される。バ
ンドパスフィルタは、たとえば能動回路と受動回路の組合せで実現される。これらを使用
して、フィルタの中心周波数及び通過帯域が、上に概要を述べた様々なモードに適合され
る。これらのモードは、以下でより詳しく述べられる。
【００８３】
　１ＭＨｚを下回る超音波獲得向けの狭帯域幅モードは、数十ｋＨｚの狭さ、たとえば１
００ｋＨｚの帯域幅を有する。対応する高分解能は、獲得電子装置のダイナミックレンジ
（ＤＲ）及び信号雑音比（ＳＮＲ）を基準とする。これらは、１２ビット有効ビット数（
ＥＮＯＢ）未満の典型的なＢモード撮像の値を超える場合、高分解能であると考えられる
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。狭帯域信号獲得を用いた高い精度及び高い電力効率でのみ分析される特徴的な狭帯域反
射を生じる異なる組織間の微妙な差が、狭帯域獲得に対する主要な要求をもたらす。この
モードは、たとえば（連続波及びパルス）ドップラー撮像用に使用される。
【００８４】
　中程度帯域幅モードは、たとえばＡＤＣの中心周波数が送信周波数の高調波である高調
波撮像用である。高調波撮像に関する利点は、より高い周波数信号がより減衰するとき、
その周波数信号を取得するのに、いっそうの利得が必要とされることにある。これらの周
波数についてのみ利得を適用することは、より低い周波数のより強い信号からのクリッピ
ングを避けるために、アナログプレフィルタリングを必要とする。アナログフィルタリン
グは、通常は面積又は電力の点でコストがかかる。
【００８５】
　広帯域幅モードは、たとえばＢモード又はＡモードの２Ｄ及び３Ｄ撮像用である。帯域
幅は、ＡＤＣトランスデューサの帯域幅と整合するように設定される。
【００８６】
　３つのモードは、完全に独立しているとみなすことができるが、３つのモードはたとえ
ば順に使用されてもよい。どのモードを使用するかは、用途又はその用途内での測定法に
依存する。
【００８７】
　たとえば、妊娠走査ではＢモード撮像が一般的な撮像として使用され、ドップラー撮像
は、たとえば胎児の心臓の血流の特定の測定用に使用される。両方のモードを１つの超音
波フロントエンドで実施するのを可能にすることにより、効率及びコスト削減が実現され
る。組織性状診断は、組織又は組織境界のより優れた性状診断のために体外で使用される
、又は体内（たとえばカテーテル上での使用）で使用される、やはり完全に独立した測定
である。
【００８８】
　このように、撮像手順は、はじめにＢモード撮像（高帯域幅でより低い分解能獲得）を
使用することを含み、より高い分解能を有する高調波撮像が次に続き、最後に（狭帯域幅
モードを使用して達成可能な）最高精度の画像獲得の測定タイプで完了する。これは、最
初のより低い分解能撮像モードで得られたデータを使用して、たとえば非常に高精度で画
像化されなければならないボリュームを絞ることによってより精密なモードをガイドする
ときに、有用である。
【００８９】
　モードを切り替えるための種々の方式が存在する。１つの手法は、３つのモードが順次
実行され、１つのモードから次のモードに移るのに、少数のパラメータのみが要求される
ものである。別法として、これらのモードは交互になされる。たとえば、Ｂモードで小さ
いボリュームを走査した後に、ドップラー又は組織性状診断を使用して、その結果をより
詳しく評価する、又はそれに続くＢモード獲得に入力を与える。
【００９０】
　図１１は、コンバータ１１０のフィルタの通過帯域を制御するための制御回路を示す。
フィルタからの出力は、トランスデューサコントローラ１８を制御するＤＳＰ１３０に与
えられる。トランスデューサコントローラ１８からの同期信号を使用して、フィルタが制
御される。
【００９１】
　ＤＳＰブロック１３０は、どの信号が送信（周波数及び帯域幅）及び所望の撮像モード
（どの周波数帯が変換されなければならないかを決定する）に使用されたかを考慮する。
この場合、ＤＳＰ１３０は、ループ内のアナログバンドパスフィルタを、所望の変換帯域
幅の中心になるように調整する必要がある。知られている固定周波数（たとえば送信信号
の主な周波数成分）を基準として使用してどのようにアナログフィルタ応答を調整するか
についての、知られている手法が存在する。
【００９２】
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　フィルタ係数のプログラミング性（積算器の単一利得周波数、フィードフォワードの値
、及び図に示されるループフィルタ内の帰還係数）を導入することにより、設計によって
様々な動作モードが可能になる。プログラミング性を実施する好ましいやり方は、フィル
タの設計に依存する。通常好ましいアクティブ抵抗器コンデンサ（ＲＣ）又は相互コンダ
クタンスコンデンサ（Ｇｍ－Ｃ）フィルタの場合、係数は、抵抗器、コンデンサ、及び相
互コンダクタンス値について適切な値を選択することによって実現される。
【００９３】
　たとえば、図１２及び図１３のトポロジー（以下で述べられる）については、中心周波
数は、積算器の単一利得周波数及び局所帰還経路で決まる。
【００９４】
　フィルタの中心周波数を所望の高調波に変更するには、すべての係数がスケール変換さ
れなければならない。通常、固定クロックについては、すべての係数が、事前に計算され
た同一のスケール因子Ｎでスケール変換される。さらに、係数ごとに、少なくとも２つの
値、すなわち公称値と公称値のＮ倍とがハードウェアで実施される。実施中、新たな帯域
幅ごとに、新たなＮの値が使用され、ハードウェアが有効にされなければならない。
【００９５】
　すべての係数が同じ因子Ｎでスケール変換される場合、中心周波数は変化するが、帯域
幅は変化しない。帯域幅も調整するためには、伝達関数Ｈ（ｓ）の異なるポールは、異な
る因子でスケール変換される。スケーリング因子はやはり事前に計算され、ハードウェア
内で有効にされる。
【００９６】
　このスケール変換は、変換の中心周波数がｆｓ／４（ｆｓはサンプリング周波数）未満
である限り、固定クロックについて使用される。この要件は、ＡＤＣの安定性を維持する
ために必要とされる。さらに、ポールと同様に、伝達関数Ｈ（ｓ）の（伝達関数の分子に
おいての）零点は、同じ係数でスケール変換されるべきである。このように、送信周波数
及びその高調波は、公称伝達関数係数及びスケーリング因子Ｎの較正のために使用される
。
【００９７】
　この可変通過帯域信号デジタル化が超音波撮像システムで使用されるとき、非常にフレ
キシブルでエネルギー及び面積が効率的な構成が可能になる。
【００９８】
　コンバータは、アナログビーム形成を伴う図３のシステムで使用されてもよい。しかし
、デジタル化が信号処理チェーン内の非常に早い段階で任意のビーム形成前に実施される
場合、それは種々の新たなオプションを可能にする。
【００９９】
　具体的には、手法は、次いで以下の課題に対処する。
　（ｉ）数ＭＨｚの広周波数範囲のアナログ－デジタル変換は、電力及びチップ面積の点
で、非常にコストがかかる。コストは要求される分解能にも大いに依存し、その結果、広
帯域高精度コンバータ（＞１３ＥＮＯＢ）は、通常は消費電力が数百ｍＷである。バンド
パス構成では、電力要件は、変換帯域幅の減少に伴い、著しく低下する。
　（ｉｉ）バンドパス・シグマ・デルタ・コンバータは、非常にフレキシブルであり、獲
得フロントエンドは少数のコンフィギュレーションビットを用いて電子的に構成されて、
超狭帯域モード（たとえばＣＭＵＴベース撮像向けの数ｋＨｚ）からＣＭＵＴ帯域幅全体
まで作動する。これはＣＭＵＴバイアス電圧の適合なしでも非常に素早く実行され、した
がって再構成速度が上がり、バイアススイッチングによるアーチファクトが避けられる。
　（ｉｉｉ）実際に取得されるのは特定の撮像モダリティで必要とされる周波数範囲のみ
であるので、バンドパス獲得は、自然にデータ量を制限する。不所望な雑音帯域は、単純
なデジタルフィルタで容易にフィルタされる。これは完全なシステムに対する要件をさら
に単純化し、その消費電力及びコストを低減させる。
【０１００】
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　アナログバンドパスフィルタが使用される典型的なアナログバンドパス獲得とは対照的
に、ここで提案される実施は、より高速であるという利点を有する。アナログバンドパス
フィルタは、連続した信号獲得ごとに整定時間を必要とするので、通常はかなり低速であ
る。バンドパス・シグマ・デルタ・コンバータでは、整定処理は立上げ時に行われ、通常
動作中は組込みフィルタが定常状態モードから作動し、したがって入力信号の変化に非常
に素早く反応する。
【０１０１】
　また実施は、よりいっそう安定的である。アナログバンドパスフィルタは、通常は共振
器又は正帰還を有する他のフィルタを組み込むので、特に高次のフィルタで非常に不安定
になりやすい。バンドパス・シグマ・デルタ・アーキテクチャでは、安定性は既存の負帰
還ループによって保証され、フィルタ構成が、その安定性を保証する。
【０１０２】
　また設計は、より容易にスケール変換可能且つ構成可能である。これは、バスバンド中
心周波数及び帯域幅の非常に幅広いコンフィギュアビリティを可能にするクロック速度、
ＤＡＣ及び量子化器のプログラミング性などの、導入されるいくつかの追加的な柔軟性か
ら生じる。
【０１０３】
　フィルタが使用されて、電子的フロントエンド再構成を用いて、ある周波数で送信し、
別の周波数で検出することが可能になる。
【０１０４】
　フィルタ１１２は、種々の方式で実施される。
【０１０５】
　図１２は、マルチレベルのＡＤＣ７２及びＤＡＣ７４を有する図９の回路の実施を示す
。調整可能バンドパスフィルタ１１２は、帰還構造を有し、ここではアナログ帰還信号は
、係数ｆｘを有する第１の利得素子１２０を通って、構造の加算ノードに印加される。係
数ｇｘを有する第２の利得素子１２２は、加算ノードへの帰還経路にある。ノード間には
積算器が存在する。
【０１０６】
　図１３は、やはりマルチレベルのＡＤＣ７２及びＤＡＣ７４を有する図９の回路の実施
を示す。調整可能バンドパスフィルタ１１２は、フィードフォワード構造を有し、ここで
はアナログ帰還信号は、構造の第１の加算ノードのみに印加される。係数ｆｘを有する、
最終の加算ノードに通じるフィードフォワード利得素子１３０が存在する。係数ｇｘを有
する、構造の加算ノードに通じる帰還利得素子１３２も存在する。ノード間には、やはり
積算器が存在する。
【０１０７】
　これらは、コンバータ内で使用される考えられるプログラム可能バンドパスフィルタ構
造の、知られている例の２つに過ぎない。他のフィルタ構造も利用され得る。
【０１０８】
　フィルタは、アーキテクチャの係数ｆｘ及びｇｘを上述のようにプログラム可能にする
ことによって、プログラム可能である。
【０１０９】
　一例として、コントローラ１８とアナログ－デジタル・コンバータ１１０との間のリン
ク（図１１）は、フィルタの周波数応答が基準信号に整合されるように係数ｆｘ及びｇｘ
を適合させることに使用される基準周波数信号でもよい。これは、たとえば、基準信号に
対するフィルタ応答が最大化されるまで係数を適合することによってなされる。
【０１１０】
　コントローラ１８からコンバータ１１０への２つ以上の基準信号が存在してもよい。信
号は、フィルタを事前にプログラムされた知られている状態に切り替えるために静的でも
よく、又はフィルタを基準信号に適合させるためでもよい。基準信号は時間可変でもよい
。最も単純な実施は、すべてのモードを設計時にハードウェア内で有効にさせる。次いで
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コントローラはモードを切り替え、必要な場合は単に較正する。
【０１１１】
　開示された実施形態の他の変形形態は、当業者が特許請求された発明を実践する際に、
図面、明細書、及び添付の特許請求の範囲の検討から理解され、実施される場合がある。
特許請求の範囲では、「備える」という語は、他の要素又はステップを除外するものでは
なく、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は、複数のものを除外するものではない。いくつかの
方策が単に互いに異なる従属請求項に記載されているということは、これらの方策の組合
せが有利に使用できないということを示すものではない。特許請求の範囲に記載の任意の
参照符号は、その範囲を限定するものと解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】
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